
社団法人日本動物用医薬品協会

会員各位

当協会の業務運営につきましては、日頃からご支援、ご協力を頂きお礼申し上げます。

さて、標記のことについて、農林水産省消費・安全局長より通知がありましたのでお知

らせします。

「動物用インフルエンザワクチン製造用株を定める件について」の

一部改正について

動薬協会 313号

平成25年3月5日

社団法人

理事長

日本動物用医薬品協会

福井邦顯

(公印省略)



社団法人
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日本動物用医薬品協会理事長殿

「動物用インフルエンザワクチン製造用株を定める件について」

部改正について

このことについて、別添写しのとおり各都道府県知事宛て通知したので、御了

知願います。また、貴会会員に対する周知方よろしくぉ願いします。

24消安第4464号

平成25年3月1日

農林水産省消費・安全局
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北海道知事殿

「動物用インフルエンザワクチン製造用株を定める件にっいて」の
一部改正について

薬事法(昭和35年法律第146号)第83条第1項の規定により読み替えて

適用される同法第42条第1項の規定,に基づぐ,「動物用生物学的製剤基準」(平
成14年10児 3日農林水産省告示第i.567号)の規定に基づきイ鳥インケル

エンザ(油性アジュバントカの不活化ワクチンの製造用株を「動物用インフルエ

ンザワクチン製造用株を定める件にっいて」'(平成'21年7月.1日付け21消安
第2675号農林水産省消費・安全局長通会のにおいて、定めてぃるところです。

今般、製造用株としての適性が確認されたNduck値okk癒d0Ⅳac、3/2007 但5Nり
株を同ワクチンの製造用株として加えるため、同通知の一部を別紙のとおり改正
することとしましたので、御了知願います。

24消安第446・4号

平成 2 5年3月1日

農林水産省消費
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品嚇氏

「動物用インフルエンザワクチン製造用株を定める件について」

1~2

3 鳥インフルエンザ(油性アジュバントカの不活化ワクチン

(薬事法第14条第1項又は第9項若しくは第19条の2第1項又は第5項の承認を

受けた製剤の製造用株)

(1) H 5亜型

(略)

改

( 4 ) Nduck征10kkaid0Ⅳac・2/04 但7N7)

正

A/chicke,VMexiΦ1232/94/CPA 但5N2)

A、H5N9 TW68 Bio

Nduck/110kkaid0ハ1ac・ν04 旧5NI)

後

記

二1二

(2) H7亜型

Nducbflokkaid0八lac-312007

Z Nduck征10kkaid0Ⅳac・2川4但7N7)

(平成21午7月1日付け21消安第2675号農林水産省消費

5NI

1~2

3 鳥インフルエンザ(油性アジュバントカn)不活化ワクチン

(薬事法第14条第1項又は第9項若しくは第19条の2第1項又は第5項の承認を

受けた製剤の製造用株)

住) NC11icketvMexloo/232/94/CPA σ15N2)

(2) A・H5N9 TW68 Bio

(3) Nd此k旧okkaid0八lac・ν04 田5ND

(略)

現

安全局長通知)

(下線部分は改正部分)
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